
稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則新旧対照表 

改正案 現行 

（事前協議） （事前協議） 

第３条 略 第３条 略 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

（４）位置図（縮尺５，０００分の１以上２，５００分の１以

下） 

（４）位置図（縮尺２，５００分の１以上） 

（５）略 （５）略 

（６）次条に規定する周辺関係者に係る土地周辺の公図の写し及

びその位置を記した図面の写し（縮尺３，０００分の１以上

１，５００分の１以下） 

（６）次条に規定する周辺関係者に係る土地周辺の公図の写し及

びその位置を記した図面の写し（縮尺１，５００分の１） 

（７）略 （７）略 

（８）土砂等の搬入経路図（縮尺５万分の１以上２，５００分の

１以下） 

（８）土砂等の搬入経路図（縮尺２，５００分の１以上５万分の

１以下） 

（９）現況平面図及び縦横断面図（縮尺５００分の１以上５０分

の１以下） 

（９）現況平面図及び縦横断面図（縮尺５０分の１以上５００分

の１以下） 

（１０）計画平面図、縦横断面図及び土留図（縮尺５００分の１

以上５０分の１以下） 

（１０）計画平面図、縦横断面図及び土留図（縮尺５０分の１以

上５００分の１以下） 

（１１）現況排水平面図及び縦横断面図（縮尺５００分の１以上

５０分の１以下） 

（１１）現況排水平面図及び縦横断面図（縮尺５０分の１以上５

００分の１以下） 



（１２）計画排水平面図、縦横断面図及び構造図（縮尺５００分

の１以上５０分の１以下） 

（１２）計画排水平面図、縦横断面図及び構造図（縮尺５０分の

１以上５００分の１以下） 

（１３）放流先水路流域図（縮尺２，５００分の１）及び断面図

（縮尺２５０分の１以上１００分の１以下） 

（１３）放流先水路流域図（縮尺２，５００分の１）及び断面図

（縮尺１００分の１以上２５０分の１以下） 

（１４）～（１７） （１４）～（１７） 

２・３ 略 ２・３ 略 

（周辺関係者） （周辺関係者） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

（１）事業区域の境界線から３００メートル以内の区域の居住者 （１）事業区域の境界線から３００メートル以内の区域の土地所

有者及び居住者 

（２）・（３）略 （２）・（３）略 

別表第３（第９条関係） 別表第３（第９条関係） 

項目 構造上の基準 

略 略 

擁壁工 １ 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成

及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６

号）第８条から第１２条までの規定に適合すること。 

２ 擁壁を設置するときは、安定計算を行い、擁壁を設

置する地盤の安全が確かめられていること。 

略 略 
 

項目 構造上の基準 

略 略 

擁壁工 １ 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造

成等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第６

条から第１０条までの規定に適合すること。 

２ 擁壁を設置するときは、安定計算を行い、擁壁を

設置する地盤の安全が確かめられていること。 

略 略 
 



様式第６号（第５条関係） 様式第６号（第５条関係） 

別紙１のとおり  別紙１のとおり 

様式第２２号（第１８条関係） 様式第２２号（第１８条関係） 

 別紙２のとおり  別紙２のとおり 

様式第２３号（第１８条関係） 様式第２３号（第１８条関係） 

 別紙３のとおり  別紙３のとおり 

  

 


